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郵送申請における手数料の電子納付 
 

特殊車両通行許可申請書を郵送で提出される場合、手数料は電子納付となり

ます。 

電子納付にあたっては、申請書類の郵送とあわせて、山梨県電子申請サービス

「やまなしくらしねっと」での電子納付の手続きが必要になります。 

 

郵送申請における電子納付の手続き 

申請書類を郵送で提出し、手数料を電子納付される場合の手続きは次のとお

りです。 

【郵送申請の手続きフロー図】 

 

 

【フローに対応するマニュアル項目】 

フロー№ 項目 ページ 

①～⑤ １ 申請データ（bin 又は tksz ファイル）の事前確認と仮受付 ２ 

⑥～⑦ ２ 電子納付のための利用者情報登録 ２ 

３ 電子納付の申込み ５ 

⑨～⑩ ４ 電子納付の申込み完了後の手続き ９ 

⑪～⑫ ５ 申請書の受理 11 

 



2 

 

【郵送申請の手続き】 

１ 申請データ（bin 又は tksz ファイル）の事前確認と仮受付 

・ 申請書を郵送する前に、申請窓口（道路管理課）に申請データ（（bin 又は tks 

ファイル）をメールで送信してください。 

・ 内容の確認終了後、修正の有無や、必要な手続き内容などをメールで返信し

ます。【仮受付】 

・ 仮受付メールを受信しましたら、申請書類の郵送とあわせて、「やまなしく 

らしねっと」から電子納付の手続きを行ってください。 

 

 

２ 電子納付のための利用者情報登録 

・ 山梨県電子申請サービス「やまなしくらしねっと」を開きます。 

→【やまなしくらしねっと電子申請サービス山梨県】トップ 

 

 

・ 電子納付を行うための利用者 IDを登録します。（「新規登録」をクリックして

ください。 

 

https://apply.e-tumo.jp/pref-yamanashi-u/offer/offerList_initDisplay
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・ 「利用者管理」ページが表示されますので、利用規約をご確認の上、「同意す

る」をクリックしてください。 

 

 

・ 次に、利用者区分、メールアドレス、確認用欄を入力し、登録してください。

登録いただいたメールアドレスはそのまま利用者 IDとなります。 
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・ 登録が完了しましたら、利用者 IDとして登録したメールアドレスに、申込ペ

ージのURLを送信します。受信したメールに記載のURLにアクセスし、残

りの情報を入力して登録を完了させます。 

・ URLにアクセスすると、「利用者管理」ページが表示されます。入力項目に

必要な情報を入力し、「確認へ進む」をクリックしてください。 

   

 

・ 利用者登録情報の確認ページが表示されますので、修正等がなければ「登録

する」をクリックします。これで、利用者登録が完了となり、登録したメー

ルアドレスに登録完了メールが送信されます。※申込みは完了していません。 

 

・ 「一覧へ戻る」ボタンをクリックするかトップページに戻ってください。 

入力項目 

・パスワード 

・担当者名・役職 

・法人名・部門名部署名 

・代表者名・役職 

・郵便番号 

・住所 

・代表電話番号 

・日中連絡可能電話番号 

・FAX番号   

・通知メールを受信したい 

メールアドレス 
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３ 電子納付の申込み 

・ 電子納付の申込みは、（「特殊車両通行許可申請（電子納付）フォーム」から行

います。 

・ トップページからのログインは次のとおりです。 

 

 

 

・ 「オンライン申請手続き」ページが開きますので、「手続き一覧」より    

「特殊車両通行許可申請【電子納付】」を選択してください。  

※キーワード又はカテゴリで検索していただくと表示されます。 

 

こちらをクリックして 

ください 
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・ 利用者登録の際に設定したメールアドレスとパスワードを入力し、ログイン

してください。 

 

 

・ 電子納付に必要な入力フォームについての説明が表示されます。説明内容と

利用規約に同意いただけましたら、「同意する」をクリックしてください。 
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・ 手続きの申込みに進みます。申請者情報欄には、登録済みの利用者情報が

自動設定されます。内容に修正等がなければ「確認へ進む」をクリックし

てください。 
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・ 「申込確認」ページが表示されます。内容がよろしければ「申込む」を 

クリックしてください。 

※修正する場合は「入力へ戻る」を選択し該当箇所を修正してください。 

 

 

・ 手続き（「申込完了」ページに進みます。申込を完了すると、登録済みのメー

ルアドレスに整理番号とパスワードが通知されます。 
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４ 電子納付の申込み完了後の手続き 

・ 申込み手続きが完了すると、道路管理課において、内容を確認後、納付額や

伝達事項などを、「申込内容照会」ページに表示します。 

・ 「申込内容照会」ページで、申込みされた内容についての処理状況を確認し

ていただき、このページに表示される納付額を電子納付してください。 

※なお、納付額の表示には、郵送された申請書類を確認した上で、手数料額 

を算出しますので、タイムラグがあります。 

・ トップページの「申請状況の確認」をクリックします。 

 

 

・ 「申込照会」ページが開きますので（「申込完了」ページと通知メールに記載

された整理番号とパスワードを入力し「照会する」をクリックしてください。 
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・ 照会した時点の処理状況を反映した申込内容の詳細が表示されます。 

・ 納付情報に記載されている（「納付額」を、（「SBペイメントでお支払いされる

方はこちら」を選択してお支払いください。 

※「支払可能期限」までにお支払い手続きを行ってください。 
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５ 申請書の受理 

・ 申請書類が郵送で到達し、かつ、手数料の納付が確認できた段階で、申請

書の受理と内容の審査を行います。 

・ 郵送で許可書の受け取りを希望する場合は、申請書の郵送時に返信用封筒

を同封してください。 


